
 

控除期間 10年間 控除期間 15年間 

年末のローン残高（最高 2,500万円） 

１～６年目 １％ 年間最高 25万円 １～10年目 0.6％ 年間最高 15万円 

７～10年目 0.5％ 年間最高 12.5万円 11～15年目 0.4％ 年間最高 10万円 

10年間最高 200万円 15年間最高 200万円 

ひとくちメモ 

第５３号 

 

 

不動産取引って、分からない事が多すぎませんか？ 
この度、土地・中古住宅の購入における基本的な流れや、不動産取引のいろ

いろな事について一冊の本にまとめてみました。これを読めば不動産取引の 
                基本的な流れが良くお分かり頂けると 
                思います。この小冊子をご希望の方は 
                小島北店までご連絡下さい。 
                TEL ０２４６（２７）０３３１ 

② 返済期間が 10 年以上の住宅ローンで年末にその残債があること。（但し 2,500 万円が上
限） 

③ 住宅を取得又は増改築した日から 6ヶ月以内に居住し、その年の 12月 31日まで居住し 
ていること。 

④ 控除を受ける年分の合計所得金額が 3,000万円以内であること。 

① 住宅の床面積が 50㎡以上であること。 
② 住宅の 1/2以上を居住にしている場合。（居住用部分だけが控除の対象） 
③ 中古住宅の場合は、築年数が木造で 20 年以内、耐火建築物で 25 年以内であること。又
は新耐震基準に適合している住宅。 

④ 増改築の場合は、一定の条件で減税が受けられます。 

住宅ローン減税の効果を確保するために、控除期間の延長等の特例が創設されました。 
それにより控除期間を 10年間、15年間のいずれかを選択することができます。 

●ローン減税を受けるためには、確定申告が必要となります。 
 詳しくは、当社スタッフ又は税務署へお問合せ下さい。 

※平成１９年居住分 

 

大根には「ジアスター
ゼ」という消化酵素が
豊富にふくまれていま
す。特に大根おろしと
して用いると、消化を
助け、胃もたれを防い
でくれる食品です。 
大根は品種などにもよ
りますが、根の先っぽ
では辛みが強く、首の
方では逆に甘いです。 
 


